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インドネシア：インドネシア政府が商業的公共 

空間における楽曲及び音楽の使用料支払いを義務

付ける通達を発表 
 

 
 

概要 

インドネシア政府は、商業的な公共空間における楽曲や音楽の著作物の利用

に対して使用料の支払いを求める通達を正式に発表した。この通達は、著作

権法の遵守を強化し、著作者や権利者が作品の公共利用に対して公正な対価

を受け取れるようにすることを目的としている。 

詳細 

この通達は、ホテル、レストラン、カフェ、ショッピングモール、娯楽施設

等、幅広い商業施設に適用される。事業者は適切なライセンスを取得し、著

作者の代理としてロイヤリティを徴収・分配する権限を有する著作権管理団

体（LMK）を通じてロイヤリティを支払うことが義務付けられている。 

政府は、この政策が著作権の執行を強化し、知的財産権の尊重を促進するた

めの包括的な取組の一環であることを強調している。また、この政策は、著

作者が自身の作品から経済的利益を享受できる公正なクリエイティブ経済の

エコシステム構築に向けたインドネシアの取組に沿うものである。遵守しな

い場合、行政制裁が科され、重大な場合には法的措置が取られる可能性があ

る。 

この施策は、音楽やクリエイティブコンテンツが商業環境で公正に収益化さ

れることを確保し、国内の著作権実務を国際基準と調和させるというインド

ネシアの積極的な姿勢を反映している。 

mailto:Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com
mailto:Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com
mailto:Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com
mailto:Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com
mailto:Megumi.Santo@bakermckenzie.com
mailto:Megumi.Santo@bakermckenzie.com
mailto:Megumi.Santo@bakermckenzie.com
mailto:Megumi.Santo@bakermckenzie.com

